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第１ 監査の概要 

１ 監査のテーマ  

産業経済局所管の市単独補助金について 

 

２ 監査の目的 

   産業経済局所管の市単独補助金について、補助事業所管課が設定している補

助金交付の目的や手続等をみるだけでなく、補助を受けている諸団体を調査し、

補助金の利用状況、手続等について監査するという、両面からの監査を実施す

ることで、補助金が適正に使われているかといった点はもとより、その補助金

が真に有効に使われているかといった点を明らかにし、経済的、効率的な行財

政運営に資することを主な目的とする。 

 

３ 監査の対象 

（１）産業経済局 

（２）平成２０年度に、産業経済局所管の市単独補助金を交付した団体 

監査の対象とした補助事業は、平成２０年度に産業経済局が所管した市単

独補助事業の中から、平成２０年１２月に策定した「北九州市基本構想」に

掲げる「いきいきと働く」分野に該当する２０の補助事業を抽出した。当
該補助金の交付団体数は７５団体である。 

 

４ 監査の着眼点 

   法適合性（合規性）のほか、経済性、効率性及び有効性の観点から、次のと

おり着眼点を定め監査を行った。 

（１）補助金に係る事務手続が、関係法令等に基づき適正に執行されているか。 

（２）補助金の目的及び必要性が明確になっているか。 

（３）補助金の対象事業は、法令の改正に対応し、また、経済性、効率性及び有

効性の観点から常に見直しされているか。 

 

５ 監査の方法 

   平成２０年度に交付した産業経済局が所管する市単独補助金について、補助

事業所管課に、必要な資料の提出を求めるとともに、関係職員から説明を聴取

するなどの方法により調査を行った。 

さらに、補助事業者に、調書の提出を求め、事務処理の適正性等を確認した。 
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６ 監査の期間 

平成２１年７月１日から平成２２年３月２日まで 

 

第２ 北九州市基本構想・基本計画 

１ まちづくりの目標 

本市は平成２０年１２月、まちづくりの指針である基本構想・基本計画を２

０年ぶりに改定した。新しい基本構想・基本計画である「『元気発進！北九

州』プラン」においては、「人と文化を育み、世界につながる、環境と技術の

まち」をまちづくりの目標に掲げている。 

   

 ２ 基本方針 

目標の実現に向け、４つの基本方針を定めている。 

①人づくり   ～多様な人材が輝くまちをつくる 

②暮らしづくり ～質の高い暮らしができるまちをつくる 

③産業づくり  ～元気で人が集まるまちをつくる 

④都市づくり  ～便利で快適なまちをつくる 

まず、まちづくりの基本は「人づくり」であるという考え方のもと、そのト

ップに「人づくり」を位置づけ、教育・子育て日本一を実感できる環境づくり

や高度な専門人材の育成などに取り組むとしている。また、地域コミュニティ

の活性化や保健・医療・福祉の充実、文化・スポーツ振興などの質の高い安

全・安心な「暮らしづくり」が重要である一方、付加価値の高いものづくりや

商業・サービス業などの振興を通じて、高い市民所得と豊かな雇用を創出でき

る「産業づくり」も必要で、これらを両輪として、人や企業が集まる魅力ある

まちづくりを進めるとしている。 

さらに、暮らしや産業を支える「都市づくり」を基本方針としている。 

 

 ３ まちづくりの取組みの柱（分野別施策） 

このようなまちづくりを進めるため、新しい基本構想・基本計画では、施策

を推進するに当たり、以下の７つの柱を定めている。 

  ① 人を育てる  ～子育て・教育日本一と創造性あふれる人材の輩出～ 

  ② きずなを結ぶ ～健康で安全・安心な暮らしの実現～ 

  ③ 暮らしを彩る ～快適な生活空間の創出と文化・スポーツの振興～ 

  ④ いきいきと働く～競争力のある産業振興と豊かな雇用創出～ 
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  ⑤ 街を支える  ～都市基盤の強化と国際物流拠点の形成～ 

  ⑥ 環境を未来に引き継ぐ 

 ～市民・企業・行政が共につくる「世界の環境首都」～ 

⑦ アジアの中で成長する 

～アジア諸都市との交流・協力と広域連携～ 

 

 ４ 本市の財政状況 

今後の財政状況は、歳入面では、国の歳出・歳入一体改革による地方交付税

の縮減などにより一般財源の総額は減少傾向にあり、この傾向は当面続くことが

見込まれている。 

一方、歳出面では、少子高齢化の進展などに伴う福祉・医療経費の増加に加

え、これまでの都市基盤整備などに伴い増大した公債費が平成２１年度にピーク

を迎えることや、社会資本の大量更新期の到来に伴い維持更新費がかさむことな

どにより、財政需要は増加し、今後とも厳しい状況が続くと見込まれている。 

このため、地元企業の活性化や企業誘致等による産業振興などを通じた税源

の拡充を図るとともに、徹底した経営改善に取り組み、持続可能で安定した財政

運営の実現を図るとしている。 

 

第３ 補助金について 

１ 地方自治法の規定    

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第２３２条の２には、「普通地方公共団

体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができ

る。」と規定されている。 

「公益上必要がある」か否かは、当該団体の長及び議会が個々の事例に即し

て認定するが、これは全くの自由裁量行為ではないから、客観的に公益上必要

であると認められなければならないとの行政実例（昭和 28 年 6 月 29 日）があ

り、補助を行うに当たっては、慎重にその必要性及び効果について検討を要す

る。また、公益性の判断とともに、その総額が市の財政規模に比して妥当であ

るか否かという判断も必要である。 

 

２ 本市の補助金に関する規程 

   本市では、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的として、「北

九州市補助金等交付規則」（昭和 41 年 3 月 31 日付規則第 27 号）を定め、補助

金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関
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する基本的事項を規定している。 

同規則では、補助金等の定義を、市が、その公益上必要がある場合において、

市以外の者に交付する（ア）補助金及び交付金、（イ）負担金、（ウ）利子補給

金、（エ）その他相当の反対給付を受けない給付金としている。 

また、同規則第３条は、「補助金等に係る予算の執行事務に当たる者は、補助

金等が法令および予算で定めるところに従つて公正かつ効率的に使用されるよ

うに努めなければならない。」と規定し、事務担当者の基本的な責務を明らかに

している。これは、補助金等が住民から徴収された税金その他の貴重な財源で

賄われるものであることに特に留意し、重点的に、しかも適時適切な補助金等

の使用に努めなければならないということである。 

同規則で定める、補助金等の交付の申請及び決定から交付すべき額の確定ま

での事務の流れは、以下のとおりである。 

 

補助金等の交付の申請から交付額の確定まで（一般支払の場合） 

 

   補助事業者                    北九州市 

             ①補助金等の交付申請 

              

 

 

             ④交付決定通知 

              

              

⑦実績報告 

（完了から２０日以内） 

             ⑩額の確定通知 

              

 

一方、本市の厳しい財政状況のもと、補助金の執行については、その公益性、

事業効果等を再検討するなどの見直しが必要として、「補助金の見直し及び執行

の適正化について」（平成 8 年 7 月 4 日付北九財財財第 137 号）を発しており、

その中で、以下の「見直しの視点」を定めている。 

① 目的・効果に、客観的合理性はあるか。 

② 補助金等の交付が法令等に違反しているものはないか。 

③ 長期間にわたり惰性化し、既得権化していないか。 

 
 

 
 
⑤補助事業等の遂行

（関係書類の整備） 

 

⑥完了後、成果、収

支計算書等の実績報

告書作成 

②申請書類等の審査

及び必要に応じて行

う現地調査等 

 

③交付の決定 

 

 

⑧実績報告書の審査 

 

⑨交付額の確定 
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④ 毎年漫然と補助金等の交付を受けており、事業効果を挙げる努力や自己   

財源の徴収等の努力を怠っているものはないか。 

⑤ 民間の自立、自助、受益と負担の関係は明確にされているか。 

⑥ 補助金等の交付の目的、条件等に従って適正に事業が執行され、所期の効果

を上げているか。 

⑦ 終期の設置、メニュー化、統合化等の合理性が検討され、実施されているか。 

⑧ 小額の補助金等を多くの団体等に総花的に交付する結果、実質的な効果が上

がっていないというようなことはないか。次のものについては、特に積極的

な見直しを図ること。 

・団体補助等については、補助等を受ける団体等の決算に占める市補助金等

の割合が５％未満のもの 

・１件の補助金額が１０万円未満のもの 

これらの見直しの視点により、本市は、補助金の支出が、その公益上の必要

性の観点からなされるものであることを十分認識し、その原点に立ち返っての

検討を図るとともに、積極的な見直しを行っていく方針である。 

 

第４ 監査委員監査の必要性 

１ 補助金の見直しの必要性 

平成２１年度予算編成に当たり、本市は、「平成２１年度予算編成要領につい

て」(平成 20 年 10 月 7 日付北九財財財第 1182 号)で、留意事項として、「『補助

金の見直し及び執行の適正化について』（平成 8 年 7 月 4 日付北九財財財第 137

号）の通知に基づき、その公益性、事業効果、実績等を再検討し、整理統合を

積極的に行い、既に事業目的を達したと思われるものは廃止し、それ以外のも

のについても、自立、自助、受益と負担の関係の明確化という観点から、サン

セット方式を導入するなど、より一層徹底した見直しを行うこととするが、市

民生活に及ぼす影響等を十分考慮すること。」と、補助金等の見直しについて言

及している。 

 

２ 行政監査の必要性 

 （１）監査対象局 

本市が実施している市単独の補助金を所管別にみてみる。 

 

（平成20年度財務会計システムから検索） 

広報室       １事業      １，８７１千円 

企画文化局    １６事業    ６８６，０３１千円 
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総務市民局    １７事業     ４１，５６９千円 

保健福祉局    ５９事業  ２，１１２，４２６千円 

子ども家庭局   ２２事業    ６８３，１４８千円 

環境局      １２事業    ３４０，５８３千円 

産業経済局    ６６事業  ７，４９３，１７８千円 

建設局       ２事業      １，３６２千円 

建築都市局     ３事業    １３５，６２３千円 

港湾空港局     ５事業     ３３，９４３千円 

区役所（７区計）１５３事業    ５０５，３２６千円 

消防局       ２事業     ４３，６０４千円 

市議会事務局    ４事業    ２８９，７２５千円 

教育委員会    ２７事業    ４２１，１８７千円 

 

このように支出額でみると、産業経済局が突出し、以下保健福祉局、企画

文化局、子ども家庭局、教育委員会と続く。 

平成１９年度及び２０年度の行政監査では、保健福祉局、教育委員会、子

ども家庭局、企画文化局及び区役所が所管する市単独の補助金を抽出した監

査を実施した。その結果、手続、実績報告、要綱、制度等についての問題や

課題が認められた。 

そのため、平成２１年度の行政監査は、産業経済局が所管する市単独の補助

金を対象として、一連の補助金交付事務が正しく、効率的に行われているか、

交付された補助金が目的に沿って有効に使用されているか等の観点から監査を

行うことが必要と考えた。 

（２）監査対象施策 

北九州市基本構想・基本計画の４つの基本方針のうち、平成１９年度及び

平成２０年度の行政監査のテーマは、「人づくり」及び「暮らしづくり」に

関する市単独補助金であった。 

北九州市基本構想・基本計画では、「暮らしづくり」と「産業づくり」が

両輪として、人や企業が集まる魅力あるまちづくりを進めるとしている。 

そのため、平成２１年度の行政監査は、「産業づくり」に関連する市

単独補助金の監査が必要と考え、まちづくりの取組みの柱（分野別施
策）の中の、「いきいきと働く～競争力のある産業振興と豊かな雇用創

出」から施策を抽出することで、「元気で人が集まるまちづくり」の一助と
なると考えた。 
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３ 行政監査のテーマ 

これらのことより、平成２１年度の行政監査は、「産業経済局所管の市単独補助

金について」を監査テーマとして選定し、まちづくりの取組みの柱の中の、

「いきいきと働く」分野から施策を抽出して実施した。 
なお、補助金申請書、実績報告書等に基づき、補助金額の算定は適正か、補助

金は補助目的に沿って適切に執行されているか、内容に信憑性があるかどうかと

いう観点からの監査を行うためには、当該補助事業者に対する調査の必要がある

と考え、補助金の所管課に対する監査と併せて補助事業者を対象にした財政援助

団体監査を実施した。 
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第５ 補助金の交付状況と問題点 

平成２０年度に、産業経済局が所管した市単独補助金のうち、行政監査の対象と

した補助事業の概要及び対象補助事業者は、次のとおりである。 

なお、補助事業毎に、補助金の交付申請から支払に至るまでを、所管課作成の調

書と補助事業者作成の調書とを合わせて、一覧表として掲載している。 

 

１ 中小企業支援センター経営支援事業（所管：産業振興部中小企業振興課） 

（１）事業の概要 

    財団法人北九州産業学術推進機構（以下「第５ 補助金の交付状況と問題

点」本文において「ＦＡＩＳ」という。）中小企業支援センター（中小企業支

援法（昭和 38 年法律第 147 号）第７条に規定する「指定法人」）において、

地域中小企業の競争力強化への支援の一環として、経営基盤の安定強化、経

営戦略の構築、マーケティング力、技術力の強化などの経営革新や創業にか

かる支援をワンストップで提供し、活力ある地域産業の振興を図るものであ

る。 

補助金の交付は、「中小企業支援法」及び「北九州市補助金等交付規則」に

基づき、平成１４年度から交付している。 

補助金対象経費は、①中小企業・ベンチャー総合相談窓口事業（専門家謝

金）、②専門家派遣事業（専門家謝金、消耗品費等、受益者負担有）、③事業

可能性評価委員会運営事業（外部委員謝金等）、④マネージャー等支援人材充

実強化事業（専門家謝金）及び⑤情報収集提供事業（システム開発委託料、

印刷製本費等）に係る経費としている。 

    平成２０年度は、ＦＡＩＳに対して、５３，７００，０７１円が概算払に

より交付されている。     

（２）補助事業者 

団体名
交付申請

日
交付申請
受理日

交付決定
決裁日

交付決定
通知受理

日

概算払請
求日

概算受領
日

実績報告
日

実績報告
受理日

額確定決
裁日

額確定通
知受理日

H20.12.1 H20.12.26

H20.9.9 H20.9.30

H20.7.11 H20.7.31

H20.4.23 H20.4.28

H21.4.28H21.4.24
財団法人北九州産業
学術推進機構 H20.4.18H20.4.1 H21.4.14H20.4.1 H20.4.23 H21.4.14

 （３）問題点 

ア 交付決定について 

予算を確保した上で、「北九州市補助金等交付規則」に基づき交付決定す

るものとしている。補助金の交付決定に当たっては、補助対象事業につい

て、対象経費や補助率等の明確な基準を定め（交付要綱・要領等）、行政運



 

 11 

営の公正性や透明性の確保により一層留意されたい。 

 

２ 中小企業技術開発振興助成金（所管：産業振興部中小企業振興課） 

（１）事業の概要 

    新技術、新製品等の研究開発事業を行う中小企業者又は中小企業団体に対

して、予算の範囲内で助成金を交付することにより、中小企業の技術開発力

の向上及び技術集約型産業への転換を推進することを目的とするものである。 

    補助金の交付は、「北九州市補助金等交付規則」、「北九州市中小企業技術開

発振興助成金交付要綱」及び「北九州市中小企業技術開発振興助成金交付要

領」に基づき、昭和５９年度から交付している。 

    補助金の交付基準は、原材料の購入、構築物の購入、機械装置の購入、工

業所有権の導入等に要する経費の３分の２（創業５年未満の中小企業者に対

しては４分の３）に相当する額以内を補助の対象として、上限を５００万円

としている。 

    平成２０年度は、以下の団体に対して、１，８３０，０００円が一般支払

で交付され、４１，０４０，０００円が概算払により交付されている。     

（２）補助事業者 

一般支払 

団体名
交付申請

日
交付申請
受理日

交付決定
決裁日

交付決定
通知受理

日

実績報告
日

実績報告
受領日

額確定決
裁日

額確定通
知受理日

請求日
確定支払

日

（有）マリンテック H20.5.16 H20.5.16 H20.8.11 H20.8.11 H21.3.31 H21.3.31 H21.3.31 H21.4.17 H21.4.27 H21.5.15

    概算払 

団体名
交付申請

日
交付申請
受理日

交付決定
決裁日

交付決定
通知受理

日

概算払請
求日

概算受領
日

実績報告
日

実績報告
受理日

額確定決
裁日

額確定通
知受理日

計測検査株式会社 H20.5.16 H20.5.16 H20.8.11 H20.8.21 H20.9.5 H21.3.31 H21.3.31 H21.4.30

株式会社戸畑製作所 H20.5.15 H20.5.16 H20.9.16 H20.8.21 H20.9.5 H21.3.31 H21.3.31 H21.4.30

株式会社ヴィンテー
ジ・プロダクション
ズ＆コンサルティン
グ

H20.5.16 H20.5.16 H20.8.14 H20.8.21 H20.9.5 H21.3.31 H21.3.31 H21.5.7

有限会社ＯＨＧ研究
所

H20.5.16 H20.5.16 H20.8.11 H20.9.5 H21.3.31 H21.3.31 H21.4.30

桑原電工株式会社 H20.5.15 H20.5.16 H20.8.11 H20.9.5 H21.3.31 H21.3.31 H21.4.30

株式会社ＫＩＭ
有限会社ＣＬＴ

H20.5.16 H20.5.16 H20.8.11 H20.9.5 H21.3.31 H21.3.31 H21.4.30

株式会社戸畑ター
レット工作所

H20.5.16 H20.5.16 H20.8.11 H20.9.5 H21.3.31 H21.3.31 H21.4.30

株式会社有薗製作所 H20.5.16 H20.5.16 H20.8.11 H20.8.21 H20.9.5 H21.3.31 H21.3.31 H21.4.30

有限会社しまだ福祉
用具研

H20.5.16 H20.5.16 H20.9.5 H21.3.31 H21.3.31

安川建設株式会社 H20.5.16 H20.5.16 H20.9.5 H21.3.31 H21.3.31

H20.8.11 H21.4.30

  



 

 12 

（３）問題点 

  ア 交付決定について 

交付決定したにもかかわらず、経営の悪化により、申請した事業内容ど

おりの実績が出ていない事案がみられた。 

とくに概算払の場合で、補助事業者の選定や交付の決定等を行う際には、

補助事業者の経営状況や進捗状況等を十分に把握した上で、必要な対応を

図られたい。 

 

３ ビジネスチャンス拡大支援事業（所管：産業振興部中小企業振興課） 

（１）事業の概要 

    市内で事業を営む企業の中から、飛躍の可能性を持つ企業を発見し、企業

自ら行っている現状の成長努力に加え、ＦＡＩＳ中小企業支援センターのプ

ロジェクトによる販売促進を中心とした各種支援施策を実施することにより、

１社でも多くの成長企業を輩出する。これにより、地域経済の活性化を図る

とともに雇用の増大を図るものである。 

補助金の交付は、予算を確保した上で、「北九州市補助金等交付規則」に基

づき、平成１７年度から交付している。 

    補助金対象経費は、販路開拓支援プロジェクト事業（専門家派遣謝金、販

路開拓業務委託費等）に係る経費としている。 

    平成２０年度は、ＦＡＩＳに対して、３，８２４，９１３円が概算払によ

り交付されている。 

（２）補助事業者 

団体名
交付申請

日
交付申請
受理日

交付決定
決裁日

交付決定
通知受理

日

概算払請
求日

概算受領
日

実績報告
日

実績報告
受理日

額確定決
裁日

額確定通
知受理日

財団法人北九州産業
学術推進機構

H20.4.1 H20.4.1 H20.4.18 H20.4.23 H20.4.23 H20.5.1 H21.4.9 H21.4.9 H21.4.15 H21.4.15

 （３）問題点 

ア 交付決定について 

予算を確保した上で、「北九州市補助金等交付規則」に基づき交付決定す

るものとしている。補助金の交付決定に当たっては、補助対象事業につい

て、対象経費や補助率等の明確な基準を定め（交付要綱・要領等）、行政運

営の公正性や透明性の確保により一層留意されたい。 

 

４ 国際競争力強化事業（所管：産業振興部貿易振興課） 

（１）事業の概要 

    本市の中小企業が自社製品を海外の見本市・展示会等に出展する際に必要
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な経費を助成することにより、本市中小企業者の海外への販路拡大を支援し、

それによって輸出の振興を図ることを目的とするものである。 

    補助金の交付は、「北九州市補助金等交付規則」、「北九州市海外見本市等出

展助成金交付要綱」及び「北九州市海外見本市等出展助成金交付要領」に基

づき、平成１６年度から交付している。 

    補助金の交付基準は、出展料及び展示装飾費、通訳経費、出展物輸送費、

資料作成費及びその他市長が特に認める経費の１／２で、３０万円を上限と

している。 

    なお、要綱で、「この要綱以外の制度に基づく同種の助成金等の交付を受け、

又は受けることが決定している場合は、助成金を交付しない。」と規定してい

る。 

    平成２０年度は、以下の団体に対して、２，１４６，０００円が一般支払

により交付されている。     

（２）補助事業者 

団体名
交付申請

日
交付申請
受理日

交付決定
決裁日

交付決定
通知受理

日

実績報告
日

実績報告
受理日

額確定決
裁日

額確定通
知受理日

請求日
確定支払

日

株式会社タック技研
工業

H20.9.16 H20.9.16 H20.10.28 H20.10.28 H20.12.18 H20.12.18 H21.1.15 H21.1.15 H21.1.18 H21.1.23

コンピュータエンジ
ニアリング株式会社

H20.7.23 H20.7.23 H20.8.20 H20.8.20 H20.9.10 H20.9.10 H20.10.9 H20.10.9 H20.9.10 H20.10.24

株式会社セパシグマ H20.4.14 H20.4.14 H20.5.27 H20.7.18 H20.7.18 H20.9.18 H20.9.18 H20.10.17

アジア技研株式会社 H20.4.14 H20.4.14 H20.5.28 H20.6.16 H20.6.16 H20.9.18 H20.9.30 H20.10.17

アイム電機工業株式
会社

H20.5.1 H20.5.1 H20.6.1 H20.6.23 H20.6.23 H20.9.18 H20.9.29 H20.10.17

環境テクノス株式会
社

H20.5.8 H20.5.8 H20.5.27 H20.7.15 H20.7.15 H20.9.18 H20.9.19 H20.10.17

株式会社コムスジャ
パン

H20.5.9 H20.5.9 H20.5.27 H20.7.16 H20.7.16 H20.9.18 H20.10.17

株式会社メクウェル H20.5.26 H20.5.27 H20.6.6 H20.6.6 H20.10.17

株式会社松島機械研
究所

H20.4.23 H20.4.23 H20.4.30 H20.4.30 H20.5.29 H20.5.29 H20.6.30 H20.6.30 H20.7.11 H20.7.25

H20.5.27 H20.9.18

 （３）問題点 

ア 交付決定について 

  （ア）指令文 

      市の交付決定通知文書について、指令文となっていないものがあった。 

指令とは、行政機関がその権限に基づき、特定の個人又は団体の申請、

願いに対して許可、認可、承認等の意思を表示する場合に用いる文書で

ある。 

また、指令は、法令、通達などで書式が定められている場合が多く、

その場合には定められた書式によることとなっており、「北九州市補助金
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等交付規則の施行について」（昭和 41 年 4 月 1 日助役通達）にも様式が

定められている。 

規則等を遵守し、適正な事務処理を行われたい。 

  （イ）実績報告提出期限 

決定通知記載の実績報告提出期限が平成２０年７月７日となっており、

申請時の事業完了予定の平成２０年５月３０日から２０日を超えている

ものがあった。 

「北九州市補助金等交付規則」第１５条では、補助事業者等は、補助

事業等が完了したときは２０日以内に実績報告書を市長に提出しなけれ

ばならないと規定し、要綱においても同様に定めている。 

規則等を遵守し、適正な事務処理を行われたい。 

イ 補助金額の確定について 

  確定通知記載の実績報告日が、補助事業者が提出した実績報告書の日に

ちと異なっている。 

補助金額の確定通知書は、補助事業者からの実績報告書に対して、市が

交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものである。 

適正な事務処理を行われたい。 

   ウ 要綱等について 

  出展分に補助している団体Ａに、「産学官連携研究開発推進事業」の「試

作品づくり助成金事業」でもＦＡＩＳを通じ補助金を交付している。 

同じく、出展分に補助している団体Ｂに対し、「自動車産業新規参入・取

引拡大支援事業」でもＦＡＩＳを通じて別の出展補助金を交付している。 

「北九州市海外見本市等出展助成金交付要綱」第６条では、「この要綱以

外の制度に基づく同種の助成金等の交付を受けている場合は交付しない」

と規定しているが、「この要綱以外の制度に基づく同種の助成金等」が何を

指すのか明確でなく、公平性の観点から問題がある。 

要綱等を改正し、除外の対象を明確にされたい。 

 

５  中小企業団体共同施設等設置補助（所管：商業・観光部商業振興課） 

（１）事業の概要 

    共同施設等を設置する事業を行う中小企業団体に対し、当該事業に必要な

資金の一部を補助することにより、共同施設等の設置の促進を図るものであ

る。 

    補助金の交付は、「北九州市補助金等交付規則」、「北九州市中小企業団体共

同施設等設置補助金交付規則」及び「北九州市中小企業団体共同施設等設置
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補助金交付規則実施要領」に基づき、昭和５１年度から交付している。 

    補助金の交付基準は、１００万円以上の共同施設及び環境改善のための施

設の設置事業に対し、法人は２，０００万円を上限に事業費の２０％を、任

意団体は１，０００万円を上限に事業費の１０％を交付することとしている。 

このほか、１，０００万円以上のモデル商店街支援事業に対して、１億２，

０００万円を上限に事業費の３０％を交付し、また、商店街防火関連設備設

置事業に対して、５００万円を上限に事業費の５０％を交付することとして

いる。 

なお、市中小企業団体共同施設等設置補助金交付規則で、「補助金の交付の

申請の際既に市の同種の補助金の交付、融資制度による融資金の融資又はそ

の他の助成手段による助成を受け、又は受けることと決定している事業につ

いては、補助の対象としない。」と規定している。 

    平成２０年度は、以下の団体に対して、２，３９０，０００円が一般支払

により交付されている。     

（２）補助事業者 

団体名
交付申請

日
交付申請
受理日

交付決定
決裁日

交付決定
通知受理

日

実績報告
日

実績報告
受理日

額確定決
裁日

額確定通
知受理日

請求日
確定支払

日

H21.2.26 H21.2.26 H21.3.2 H21.3.2 H21.3.27 H21.3.27 H21.3.31 H21.3.31 H21.3.27 H21.4.28

H20.4.30 H20.4.30 H20.5.1 H20.5.1 H20.6.10 H20.6.10 H20.6.12 H20.6.12 H20.6.10 H20.6.27

八幡祇園町銀天街協
同組合

H20.5.1 H20.5.1 H20.5.9 H20.5.9 H20.6.27 H20.6.27 H20.7.1 H20.7.1 H20.7.25

八幡中央区商店街協
同組合

 （３）問題点 

ア 要綱等について 

    以下、「北九州市中小企業団体共同施設等設置補助金交付規則実施要領」

の改正が必要である。 

  ①第７条第２号の、「中小企業指導法」は、平成１２年に法律名を「中小

企業支援法」に変更している。 

    ②第１０条第２号の「福岡県商店街振興資金貸付要綱」は、現在失効し

ている。 

  ③平成２０年５～６月にアーケード改修工事（主に漏電）に係る補助金

を交付している団体に対し、平成２１年３月のアーケード改修工事

（主に雨漏）でも補助金を交付している。 

市中小企業団体共同施設等設置補助金交付規則第３条第３項では、「補

助金の交付の申請の際既に市の同種の補助金の交付、融資制度による

融資金（当該融資金に付される利子の全部又は一部の補給を市から受
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けるものに限る。）の融資又はその他の助成手段による助成を受け、又

は受けることと決定している事業については、補助の対象としない。」

と規定している。所管課は、別事業と判断したとのことであるが、「市

の同種の補助金」が何を指すのか明確でなく、公平性の観点から問題

がある。要領で除外の対象を明確にする必要がある。 

 補助事業者は、規則及び要領に基づき補助の申請手続きを行うが、補助

金の交付に関し必要な事項を定めた要領に不備があれば、適正な補助金の

交付ができなくなる。 

要綱等の運用に当たっては、法令等関係規程の改廃状況に十分留意し、

必要な措置を取られたい。 

 

６ 空き店舗賃借料補助事業（所管：商業・観光部商業振興課） 

（１）事業の概要 

    商店街等における空き店舗の有効利用等を行うものに対し、補助金を交付

することにより、商店街等の活性化を促進し、もって市内の小売業及びサー

ビス業の振興に寄与することを目的とするものである。 

    補助金の交付は、「北九州市補助金等交付規則」、「北九州市商店街等におけ

る空き店舗の有効利用に関する補助金交付要綱」、「北九州市商店街等におけ

る空き店舗の有効利用に関する補助金交付要領」及び「北九州市チャレンジ

ショップ推進事業補助金交付要綱」に基づき、平成８年度（開業支援事業は

平成１１年度）から交付している。 

    補助金の交付基準は、①コミュニティ支援事業（営利目的に制限を設けて

おり、対象を中小小売商業者の団体としている。）、②開業支援事業（一般と

特別コースに分け、優秀な事業計画を有すると認めたものを特別コースとし

ている。）及び③チャレンジショップ推進事業（中小小売商業者団体又は認定

構想推進事業者を対象とし、団体自ら出店希望者を誘致する等としている。）

として、賃借料、改装費の一部を交付することとしている。 

このうち、①と②については、要綱で、「補助金の交付の申請の際既に市の

同種の補助金の交付又はその他の助成手段による助成を受け、又は受けるこ

とと決定している事業については、補助の対象としない。」と規定している。 

    平成２０年度は、以下の団体に対して、６，６０２，０００円が一般支払

により交付されている。     
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（２）補助事業者 

団体名
交付申請

日
交付申請
受理日

交付決定
決裁日

交付決定
通知受理

日

実績報告
日

実績報告
受理日

額確定決
裁日

額確定通
知受理日

請求日
確定支払

日

賀屋　憲子 H20.12.24 H20.12.24 H20.12.26 H21.3.31 H21.3.31 H21.4.20 H21.4.28

H21.3.31 H21.3.31 H21.4.20 H21.4.28

H20.11.11 H20.11.11 H20.11.19 H20.12.2

藤田銀天街協同組合 H20.4.1 H20.4.1 H20.5.22 H21.3.31 H21.3.31 H21.4.21 H21.5.12

戸畑中央市場商業組
合

H20.4.1 H20.4.25 H20.6.3 H20.6.3 H21.3.31 H21.3.31 H21.4.21 H21.4.21 H21.4.21 H21.5.12

門司港栄町商店街振
興組合

H20.4.1 H20.4.1 H20.4.23 H20.4.23 H21.3.31 H21.3.31 H21.4.21 H21.4.21 H21.4.21 H21.5.12

大森　和吉 H20.10.31 H20.10.31 H21.2.20 H21.2.20 H21.4.10 H21.4.8 H21.4.9 H21.4.30 H21.4.28

松山　努 H21.2.19 H21.2.19 H21.2.24 H21.2.24 H21.4.7 H21.4.7 H21.4.9 H21.4.9 H21.4.8 H21.4.28

上野　充敏 H20.3.10 H20.4.1 H20.5.22 H20.3.14 H21.3.19 H21.3.19 H21.3.23 H21.3.23 H21.3.31

花田　剛志 H20.4.1 H20.4.1 H20.5.22 H21.3.4 H21.3.4 H21.3.11 H21.3.27

H21.2.20 H21.2.20 H21.2.24 H21.3.13

H20.12.9 H20.12.9 H20.12.25 H21.1.9

有限会社ＳＵＮプラ
ンニング

H20.4.1 H20.4.1 H20.4.23 H21.2.13 H21.2.13 H21.2.27 H21.3.10

H20.10.1 H20.10.1 H20.12.26 H20.12.26 H21.2.2 H21.2.2 H21.2.6 H21.2.6 H21.2.6 H21.2.20

H20.4.1 H20.4.1 H20.5.22 H20.5.22 H20.10.6 H20.10.6 H20.10.10 H20.10.10 H20.10.9 H20.10.31

江藤　正幸 H20.4.1 H20.4.1 H20.5.22 H21.1.20 H21.1.20 H21.2.2 H21.2.13

八幡中央区商店街協
同組合

H20.4.1 H20.4.1 H20.5.22 H20.5.22 H21.1.20 H21.1.20 H21.2.2 H21.2.2 H21.2.2 H21.2.20

佐竹　利子 H20.4.1 H20.4.1 H20.5.23 H20.12.11 H20.12.11 H20.12.25 H21.1.9

森永　仁司 H20.4.1 H20.4.1 H20.5.22 H20.12.10 H20.12.10 H20.12.25 H21.1.9

植木　剛矢 H20.4.1 H20.4.1 H20.4.23 H20.4.23 H20.12.4 H20.12.4 H20.12.17 H20.12.17 H20.12.17 H21.1.6

有限会社エーツー・
リンク

H20.4.1 H20.4.1 H20.5.22 H20.11.10 H20.11.10 H20.11.26 H20.12.9

株式会社　ＫＳカン
パニー

H20.4.1 H20.4.1 H20.5.22 H20.10.6 H20.10.6 H20.10.10 H20.10.31

イノコーサポートシ
ステムズ有限会社

H20.4.1 H20.4.1 H20.4.23 H20.4.23 H20.8.8 H20.8.8 H20.8.29 H20.8.29 H20.9.19

熊手銀天街組合 H20.4.1 H20.4.1 H20.5.22 H20.5.22 H20.8.7 H20.8.7 H20.9.11 H20.9.11 H20.9.11 H20.9.26

井上　強 H20.4.1 H20.4.1 H20.5.22 H20.7.9 H20.7.9 H20.8.4 H20.8.15

猪谷　慶治 H20.4.1 H20.4.1 H20.4.23 H20.6.19 H20.6.19 H20.6.30 H20.7.11

岡本　次郎 H20.4.1 H20.4.1 H20.5.19 H20.5.20 H20.5.20 H20.6.2 H20.6.13

H20.6.9

H20.5.30

池田　亜也子

松波　学守

武川　美惠子

H20.4.22

H20.5.29

H20.4.22

H20.5.27

 （３）問題点 

ア 補助金額の確定について 

     ２階建以上の空き店舗に係る賃借料算定基準を定めており、２階以上が   

店舗である場合と店舗以外の場合で、算定基準が変わることとしているが、

補助金額確定の決裁に２階以上の用途の説明がないものがある。 

  公平性・透明性の確保の観点から、額確定の算出根拠は明確に示された

い。 
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イ 支払方法について 

  補助金の振込口座名義が、補助事業者の会計担当者になっているが、補

助事業者から提出された委任状に委任する内容の記載がなく、委任状とし

ては不適切なものがあった。 

適正な事務処理を行われたい。 

ウ 要綱等について 

    以下、「北九州市チャレンジショップ推進事業補助金交付要綱」の改正が

必要である。 

 ①第１２条の「産業学術振興局長」を「産業経済局長」に修正する必要

がある。 

②第２条の「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化

の一体的推進に関する法律」は、平成１８年に法律名を「中心市街地

の活性化に関する法律」と変更し、法律の内容も改正されており、補

助の対象者としている「認定構想推進事業者」についても、法律上の

位置づけがなくなっている。 

③「別表（第３条、第４条関係）」として補助金交付基準額を定めている
が、要綱第４条は補助の期間を規定しているもので、別表とは関係が

ない。 

補助事業者は、要綱に基づき補助の申請手続きを行うが、補助金の交付

に関し必要な事項を定めた要綱に不備があれば、適正な補助金の交付がで

きなくなる。 

要綱等の運用に当たっては、法令等関係規程の改廃状況に十分留意し、

必要な措置を取られたい。 

 

７  商店街賑わいづくり支援事業（所管：商業・観光部商業振興課） 

（１）事業の概要 

    商店街等や協議会等が少子・高齢化や情報化等の社会的変化に対応する事

業や賑わいづくりのためのイベント事業等を行う場合に、必要な経費の一部

を助成することにより、商店街等の活性化や地域コミュニティーにおける賑

わいづくりを推進するものである。 

    補助金の交付は、「北九州市補助金等交付規則」、「北九州市商店街賑わいづ

くり支援事業補助金交付要綱」及び「北九州市商店街賑わいづくり支援事業

補助金交付要領」に基づき、平成１６年度から交付している。 

    補助金の交付基準は、①情報発信、②イベント、③プレミアム付き商品券

（平成２０年１２月５日から）等の事業に対し、１００万円を上限に広告宣
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伝費等の補助対象経費の２分の１を交付することとしている。ただし、プレ

ミアム付き商品券事業については、平成２３年３月３１日までは、補助対象

経費とプレミアム相当分のいずれか低い額を補助額としている。 

    なお、要綱で、「この要綱以外の制度に基づく補助金の交付又はその他の助

成手段による助成を受け、又は受けることと決定している場合は、補助対象

事業費に係る当該金額を除いたものを補助対象事業費とする。」と規定してい

る。 

平成２０年度は、以下の団体に対して、８，３３９，０００円が一般支払

により交付されている。     

（２）補助事業者 

団体名
交付申請

日
交付申請
受理日

交付決定
決裁日

交付決定
通知受理

日

実績報告
日

実績報告
受理日

額確定決
裁日

額確定通
知受理日

請求日
確定支払

日

明治町商店街振興組
合若松本町銀座商店
街振興組合

H20.12.6 H20.12.16 H20.12.16 H20.12.16 H21.4.17 H21.4.17 H21.4.20 H21.4.20 H21.4.17 H21.5.13

黒崎地区商店街活性
化がんばろう会

H21.3.9 H21.3.9 H21.3.10 H21.3.10 H21.3.31 H21.4.17 H21.4.20 H21.4.20 H21.4.15 H21.5.22

戸畑駅前商業組合 H21.1.29 H21.1.29 H21.1.30 H21.1.30 H21.4.7 H21.4.7 H21.4.8 H21.4.10 H21.5.1

八幡中央区商店街協
同組合

H20.12.15 H20.12.15 H20.12.16 H20.12.16 H21.3.25 H21.3.27 H21.3.30 H21.3.30 H21.3.30 H21.4.28

魚町商店街振興組合 H20.10.21 H20.10.21 H20.10.28 H21.3.16 H21.3.16 H21.3.25 H21.4.21

明治町商店街振興組
合若松本町銀座商店
街振興組合

H20.12.22 H20.12.22 H20.12.25 H20.12.25 H21.1.30 H21.1.30 H21.2.2 H21.2.2 H21.1.30 H21.2.27

小倉中央商業連合会 H21.1.5 H21.1.5 H21.1.6 H21.1.6 H21.2.3 H21.2.4 H21.2.12 H21.2.12 H21.2.19 H21.3.10

京町銀天街協同組合 H20.11.20 H20.11.20 H20.11.25 H20.11.25 H20.12.22 H20.12.22 H20.12.25 H20.12.25 H20.12.25 H21.1.23

門司中央市場商業協
同組合

H20.10.15 H20.10.15 H20.10.21 H20.10.21 H20.11.28 H20.11.28 H20.11.28 H20.11.28 H20.11.28 H20.12.19

門司港栄町商店街振
興組合

H20.9.1 H20.9.3 H20.9.8 H20.9.8 H20.11.12 H20.11.12 H20.11.14 H20.11.14 H20.11.12 H20.12.2

戸畑元気づくり協議
会

H20.8.19 H20.8.19 H20.8.22 H20.8.22 H20.9.19 H20.9.26 H20.9.29 H20.9.29 H20.10.31

H20.8.18 H20.8.18 H20.8.20 H20.8.20 H20.9.26 H20.9.26 H20.10.1 H20.10.1 H20.8.18 H20.10.24

H20.5.13 H20.5.13 H20.5.14 H20.5.14 H20.9.17 H20.9.17 H20.9.22 H20.9.22 H20.5.14 H20.10.24

親和通り商店組合 H20.6.25 H20.6.25 H20.6.30 H20.8.20 H20.8.11 H20.8.12 H20.8.20 H20.8.20 H20.9.5 H20.9.5

黒崎商店組合連合会

 （３）問題点 

ア 要綱等について 

  以下、「北九州市商店街賑わいづくり支援事業補助金交付要綱」及び「北

九州市商店街賑わいづくり支援事業補助金交付要領」の改正が必要である。 

    ①要綱第８条は、第７条第２項と重複する規定である。 

②要領の付則第２項で、プレミアム事業を複数回認める規定を、「要領第

６の４」としているが、「要領第６の３」の誤りである。 

③要領第５の４で規定する別紙２「商店街賑わいづくり支援事業の補助

金算定」はプレミアム事業についての記述がないため、本規定の「補
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助金の具体的な算出方法は」を「要綱第５条第１項に規定する補助金

の具体的な算出方法は」等に改正すべきである。 

補助事業者は、要綱等に基づき補助の申請手続きを行うが、補助金の交

付に関し必要な事項を定めた要綱等に不備があれば、適正な補助金の交付

ができなくなる。 

要綱等の改正を行われたい。 

 

８ 高年齢者雇用環境づくり事業（所管：産業振興部雇用開発課） 

（１）事業の概要 

    高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会

の発展に寄与することを目的とするものである。 

    補助金の交付は、予算を確保した上で、「北九州市補助金等交付規則」に基

づき交付している。 

    補助金対象経費は、（財）福岡県高齢者・障害者雇用支援協会及び（社）北

九州市シルバー人材センターの運営に係る経費としており、前者は昭和５４

年度、後者は平成元年度から交付している。 

    平成２０年度は、２団体に対して、６６，４４２，０００円が概算払によ

り交付されている。     

（２）補助事業者 

団体名
交付申請

日
交付申請
受理日

交付決定
決裁日

交付決定
通知受理

日

概算払請
求日

概算受領
日

実績報告
日

実績報告
受理日

額確定決
裁日

額確定通
知受理日

H21.1.15

H20.8.29

H20.8.1 H20.8.14

H20.7.1 H20.7.14

H20.6.3 H20.6.13

H20.5.7 H20.5.14

H20.4.8 H20.4.15

H21.4.28 H21.4.30H20.4.17 H21.4.20 H21.4.20

財団法人　福岡県高
齢者・障害者雇用支
援協会

社団法人北九州市シ
ルバー人材センター

H20.4.25

H20.4.1

H20.4.7 H20.4.10

H20.4.1 H20.4.1

H21.5.13 H21.5.13H21.4.1 H21.4.1

 （３）問題点 

 ア 交付決定について 

（ア）交付決定 

予算を確保した上で、「北九州市補助金等交付規則」に基づき交付決定

するものとしている。補助金の交付決定に当たっては、補助対象事業に

ついて、対象経費や補助率等の明確な基準を定め（交付要綱・要領等）、

行政運営の公正性や透明性の確保により一層留意されたい。 

（イ）取下げ期限 

（財）福岡県高齢者・障害者雇用支援協会に対する補助について、交



 

 21 

付決定決裁日及び交付決定通知書の日付は、平成２０年４月２５日であ

り、取下げ期限を「交付決定の日から１５日以内とする」と併記してい

る。しかし、公印使用済みの表示の日付が平成２０年８月１日となって

おり、実際に発送したのは平成２０年８月１日以降ということになる。 

そのため、取下期限が「交付決定の日から１５日以内」であれば、決

定の日が平成２０年４月２５日であるため、実際に通知を発した時には

取下げ期限が過ぎているということになる。 

「北九州市補助金等交付規則」第８条では、「申請者は、前条（決定の

通知）の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金

等の交付の決定の内容またはこれに付された条件に異議があるときは、

当該通知を発した日から１５日以内に、申請の取下げをすることができ

る。」と規定し、同規則の運営に当たっての通達「北九州市補助金等交付

規則の施行について」では、取下げることができる期限について、交付

の決定の通知書に併記する事項として欠くことのできないものであると

定めている。 

決定通知をみると、取下げの期限は併記しているものの、実際に発送

したのは、取下げ期限を過ぎているため、実態として取下げを認めてい

ないことになり同規則に反しているといえる。 

規則等を遵守し、適正な事務処理を行われたい。 

   イ 実績報告について 

     （財）福岡県高齢者・障害者雇用支援協会に対する補助金に関し、同協

会から提出された実績報告に添付の収支計算書が、事業報告書に記載の事

業内容や実績を示したものとなっていない。 

     実績報告は、補助金等の交付の決定の際に付した条件等により補助事業

等が適正に行われたかどうかを審査し、最終的な補助金等の額の確定をす

る重要な資料となるものであるので、その記載内容について、判定に資す

るに足るものを徴されたい。 

 

９ 若年者就業支援促進事業（所管：産業振興部雇用開発課） 

（１）事業の概要 

    北九州地区の企業が求める若年層を中心とした人材の確保をはじめ、各種

雇用施策の推進により、地域における産業の振興、労働福祉の向上等に寄与

することを目的に補助金を交付するものである。 

    補助金の交付は、予算を確保した上で、「北九州市補助金等交付規則」及び

「北九州雇用対策協会事業補助について」に基づき交付している。 
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    補助金対象経費は、①労働力確保対策のための新規学校卒業者を対象とし

た会社合同説明会の開催、就職支援ガイダンスの開催、就職活動マニュアル

の作成など、②雇用管理改善のための雇用管理改善セミナーの開催、③広報

活動のための会員企業案内の作成及び配布、ホームページの運営、④調査研

究のための雇用に関する情報の収集、分析及び配布、⑤組織の運営と拡大の

ための会員案内の送付並びに⑥これらの事業の実施に係る管理費等に係る経

費としている。 

    平成２０年度は、北九州雇用対策協会に対して、３，３００，０００   

円が概算払により交付されている。     

（２）補助事業者 

団体名
交付申請

日
交付申請
受理日

交付決定
決裁日

交付決定
通知受理

日

概算払請
求日

概算受領
日

実績報告
日

実績報告
受理日

額確定決
裁日

額確定通
知受理日

北九州雇用対策協会 H20.6.26 H20.7.1 H20.7.9 H20.7.9 H20.7.9 H20.7.25 H21.4.16 H21.4.17 H21.4.28 H21.4.28

 （３）問題点 

  ア 実績報告について 

実績報告書添付の収支決算書は、事業毎の合計支出額となっており、支

出の明細が確認できないため、使途が適正であるかどうかの判断ができな

い。 

実績報告は、補助金等の交付の決定の際に付した条件等により補助事業

等が適正に行われたかどうかを審査し、最終的な補助金等の額の確定をす

る重要な資料となるものであるので、その記載内容について、判定に資す

るに足るものを徴されたい。 

イ 補助金額の確定について 

  平成２０年度の北九州雇用対策協会への補助対象事業に、雇用管理改善

事業がある。その事業内容をみると、高年齢者雇用を考えるシンポジウム

の開催である。北九州雇用対策協会が実施する事業であっても、若年者就

業支援促進事業の目的から、補助の対象とすべきでない。少額のため補助

金額に影響はないものの、補助金額の確定に当たっては、若年者就業支援

促進事業の、制度の目的にかなったものであるかどうかを厳正に審査のう

え行われたい。 

なお、高年齢者雇用に係る市の補助事業としては、高年齢者雇用環境づ

くり事業の制度がある。 
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10 企業立地促進補助金（所管：産業誘致部誘致課） 

（１）事業の概要 

    本市経済の振興並びに市内における雇用の創出及び拡大に資することを目

的とするものである。 

    補助金の交付は、「北九州市補助金等交付規則」及び「北九州市企業立地促

進補助金交付制度要綱」に基づき、平成１２年度から交付している。 

    補助金の交付基準は、市内において工場等を新設、増設又は賃借する企業

に対する、設備投資及び交付対象新規常用雇用者に係る経費としている。 

    平成２０年度は、以下の団体に対して、２０１，６１８，０００円が一般

支払により交付されている。     

（２）補助事業者 

団体名
交付申請

日
交付申請
受理日

交付決定
決裁日

交付決定
通知受理

日

実績報告
日

実績報告
受理日

額確定決
裁日

額確定通
知受理日

請求日
確定支払

日

朝日工業株式会社 H20.10.20 H20.10.20 H21.3.30 H21.3.30 H21.3.30 H21.3.30 H21.3.30 H21.3.30 H21.4.10

H21.2.20 H21.2.20 H21.3.12 H21.3.12 H21.3.19 H21.3.19 H21.3.31 H21.3.31 H21.3.31 H21.4.17

H20.8.14 H20.8.14 H20.9.4 H20.9.4 H20.9.15 H20.9.15 H20.9.26 H20.9.26 H20.10.10 H20.11.7

日本通運株式会社 H21.3.9 H21.3.9 H21.3.16 H21.3.16 H21.3.25 H21.3.25 H21.3.27 H21.3.27 H21.3.31 H21.4.17

豊田合成株式会社 H20.11.20 H20.11.20 H21.3.17 H21.3.17 H21.3.17 H21.3.17 H21.3.24 H21.3.24 H21.3.24 H21.3.31

東京コンピュータサー
ビス株式会社

H20.10.24 H20.10.24 H21.3.10 H21.3.10 H21.3.11 H21.3.11 H21.3.24 H21.3.24 H21.3.25 H21.4.3

大東コーポレートサー
ビス株式会社

H21.3.2 H21.3.2 H21.3.10 H21.3.10 H21.3.17 H21.3.17 H21.3.24 H21.3.24 H21.4.3

八幡電機精工株式会社 H20.12.22 H20.12.22 H21.2.17 H21.2.18 H21.2.18 H21.2.24 H21.3.6

株式会社シンフォニッ
ク

H20.12.26 H20.12.26 H21.1.20 H21.1.20 H21.1.26 H21.1.26 H21.2.2 H21.2.2 H21.2.2 H21.2.13

BBコール株式会社 H20.11.25 H20.11.25 H20.12.15 H20.12.15 H20.12.25 H20.12.25 H21.1.9 H21.1.9 H21.1.9 H21.1.30

富士通コミュニケー
ションサービス株式会
社

H20.10.27 H20.10.27 H20.11.12 H20.11.12 H20.11.19 H20.11.19 H20.12.11 H20.12.11 H20.12.11 H21.1.6

東亜非破壊検査株式会
社

H20.8.8 H20.8.8 H20.11.19 H20.11.19 H20.11.26 H20.11.26 H20.12.9 H20.12.5 H20.12.9 H20.12.19

ソフトバンクBB株式
会社

H20.5.20 H20.5.20 H20.6.18 H20.6.18 H20.6.30 H20.6.30 H20.7.11 H20.7.11 H20.8.15 H20.8.15

株式会社　テレマーケ
ティング　ジャパン

H20.4.2 H20.4.2 H20.4.16 H20.4.16 H20.4.23 H20.4.23 H20.5.12 H20.5.12 H20.5.30

ﾁﾀｶ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ﾌｰｽﾞ
株式会社

 （３）問題点 

   ア 交付決定について 

  交付決定通知日は、平成２１年３月１０日であるが、決定通知に併記さ

れている取下げ期限が、平成２０年３月１０日となっているものがある。 

単純なチェック漏れではあるが、「高年齢者雇用環境づくり事業」（前述

8 の補助金）と同様、規則に反しているといえる。 

規則等を遵守し、適正な事務処理を行われたい。 
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11  学術研究拠点推進事業（所管：新産業・学術振興部学術振興課） 

（１）事業の概要 

   ア 財団法人北九州産業学術推進機構補助金 

北九州学術研究都市における大学間連携事業や産学連携事業等を効率

的・効果的に進めるとともに、北九州地域の中小企業を総合的に支援する

ことにより、地域産業の高度化や新たな産業の創出・育成を図るものであ

る。 

     補助金の交付は、予算を確保した上で、「北九州市補助金等交付規則」に

基づき、平成１３年度から交付している。 

     補助金対象経費は、大学間連携促進事業、研究基盤整備推進事業、産学

連携推進事業、知的クラスター創成事業、北九州技術移転機関（ＴＬＯ）

運営事業、ロボット開発支援推進事業、半導体技術推進事業、北九州知的

所有権センター運営事業、ベンチャー振興事業、中小企業技術開発支援事

業及びＦＡＩＳの管理運営に係る経費で主に人件費である。 

     平成２０年度は、ＦＡＩＳに対して、５８３，６６１，２２６円が概算

払により交付されている。 

イ 北九州学術研究都市奨学金給付事業 

北九州学術研究都市に進出した大学院に在籍する学生に経済的支援を行

い、もって北九州学術研究都市における学術研究活動の援助と産学連携活

動の促進に資するものである。 

補助金の交付は、予算を確保した上で、「北九州市補助金等交付規則」に

基づき、平成１５年度から交付している。 

奨学金の給付基準等は、ＦＡＩＳが定めた、「北九州学術研究都市奨学金

給付要綱」による。 

     平成２０年度は、ＦＡＩＳに対して、１２，０００，０００円が概算払

により交付されている。 
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（２）補助事業者 

  ア 財団法人北九州産業学術推進機構補助金 

団体名
交付申請

日
交付申請
受理日

交付決定
決裁日

交付決定
通知受理

日

概算払請
求日

概算受領
日

実績報告
日

実績報告
受理日

額確定決
裁日

額確定通
知受理日

H21.3.2 H21.3.19

H21.2.2 H21.2.19

H21.1.7 H21.1.19

H20.12.1 H20.12.18

H20.11.4 H20.11.19

H20.10.1 H20.10.17

H20.9.1 H20.9.18

H20.8.8 H20.8.19

H20.7.8 H20.7.18

H20.4.1 H20.4.22

H21.4.20H21.4.20
財団法人北九州産業
学術推進機構

H20.4.1H20.4.1 H21.4.20H20.4.1 H20.4.1 H21.4.20

   イ 北九州学術研究都市奨学金給付事業 

団体名
交付申請

日
交付申請
受理日

交付決定
決裁日

交付決定
通知受理

日

概算払請
求日

概算受領
日

実績報告
日

実績報告
受理日

額確定決
裁日

額確定通
知受理日

H20.10.1 H20.10.10

H20.4.22 H20.5.7
H21.4.6H21.4.6

財団法人北九州産業
学術推進機構 H20.4.1H20.4.1 H21.4.1H20.4.1 H20.4.1 H21.4.1

 （３）問題点 

ア 交付決定について 

   （ア）交付決定 

予算を確保した上で、「北九州市補助金等交付規則」に基づき交付して

いる。また、北九州学術研究都市奨学金給付事業について、具体的な奨

学金の給付基準等は、ＦＡＩＳが定めた、「北九州学術研究都市奨学金給

付要綱」によっている。 

補助金の交付決定に当たっては、補助対象事業について、対象経費や

補助率等の明確な基準を定め（交付要綱・要領等）、行政運営の公正性や

透明性の確保により一層留意されたい。 

（イ）取下げ期限 

北九州学術研究都市奨学金給付事業について、交付決定通知が平成２

０年４月１日付であり、取下げ期限は通知に平成２０年４月１５日と併

記されているが、交付決定決裁書の公印欄の公印使用済みの表示の日付

は平成２０年４月２３日となっており、実際に発送したのは平成２０年

４月２３日以降である。 

「高年齢者雇用環境づくり事業」（前述 8 の補助金）と同様、規則に反

しているといえる。規則等を遵守し、適正な事務処理を行われたい。 

イ 補助金額の確定について 

  財団法人北九州産業学術推進機構補助金について、確定通知が平成２１

年４月２０日付となっており、戻入納期限は、平成２１年５月２５日とし
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ている。しかし、金額確定決裁書公印欄の公印使用済みの表示の日付は平

成２１年５月２７日になっており、確定通知を実際に発送したのは平成２

１年５月２７日以降である。したがって、確定通知発送前に戻入の納付期

限を設定していることになる。適正な事務処理を行われたい。 

ウ 制度の見直しについて 

財団法人北九州産業学術推進機構補助金について、補助金の対象事業と

同じ事業が、次のとおり別の補助制度としても存在する。 

①「中小企業支援センター運営費」は、「中小企業支援センター経営支援

事業」（前述 1 の補助金）、②「産学連携推進事業」は、「産学官連携研究開

発推進事業」（後述 12 の補助金）、③「ロボット開発支援推進事業」は、

「ロボット産業振興事業」（後述 13 の補助金）、④「半導体技術推進事業」

は、「半導体産業振興事業」（後述 14 の補助金）、⑤「知的クラスター創成

事業」は、「知的クラスター（第Ⅱ期）推進事業」（後述 15 の補助金）、⑥

「ベンチャー振興事業」は、「ベンチャー総合支援事業」（後述 19 の補助

金）。 

これは、財団法人北九州産業学術推進機構補助金によりそれぞれの事業

の人件費を集約して交付し、事業費については、各事業毎に別途制度を設

け交付しているためであるが、個々の事業にかかる人件費と事業費の全体

額を的確に把握できず不透明である。 

本来、補助金は、人件費を含めた事業毎に補助対象経費を決定していく

ものである。整理統合等の制度の見直しを検討されたい。 

 

12 産学官連携研究開発推進事業（所管：新産業・学術振興部新産業振興課） 

（１）事業の概要 

    地域経済の発展には欠かせない地域発のイノベーション（技術革新）を創

出するため、先進的で波及効果の高いとされる技術領域・産業分野の動向や

将来性の調査、地域の企業や大学の技術ポテンシャル（潜在的な力）の調査、

そして事業化を目指した各種研究会の立ち上げ運営を行うとともに、先端分

野における産学連携による研究開発や、大学等研究機関が行う産業化を目指

した研究開発を支援するものである。 

    補助金の交付は、予算を確保した上で、「北九州市補助金等交付規則」に基

づき、平成２年度から交付している。 

    補助金対象経費は、①産学連携フェア（基調講演・セミナー・シンポジウ

ム・交流会に係る会議室借上料、会場設営・運営委託料、講師旅費及び謝金）、

②シーズ探索事業（各大学等の研究に係る原材料費等）（シーズとは、顧客ニ
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ーズに対し、企業が新しく開発、提供する特別の技術のこと。）、③産学連携

促進事業（各大学等の研究に係る原材料費等）、④試作品づくり事業（企業の

申請による大学等との共同試作に係る費用）、⑤中小企業産学官連携研究開発

事業（企業と大学等との共同研究開発に係る原材料費等）、⑥次世代技術領域

ポテンシャル調査事業（委託料等）及び⑦プロジェクト創出型研究会運営に

係る経費としている。 

    平成２０年度は、ＦＡＩＳに対して、産学連携フェアに係る７，８０１，

３２９円が一般支払により交付され、その他の事業に１１２，８７２，９７

３円が概算払により交付されている。 

（２）補助事業者 

一般支払 

団体名
交付申請

日
交付申請
受理日

交付決定
決裁日

交付決定
通知受理

日

実績報告
日

実績報告
受領日

額確定決
裁日

額確定通
知受理日

請求日
確定支払

日

財団法人北九州産業
学術推進機構

H21.2.25 H21.2.27 H21.3.13 H21.3.13 H21.3.31 H21.4.9 H21.4.20 H21.4.20 H21.4.21 H21.5.15

    概算払 

団体名
交付申請

日
交付申請
受理日

交付決定
決裁日

交付決定
通知受理

日

概算払請
求日

概算受領
日

実績報告
日

実績報告
受理日

額確定決
裁日

額確定通
知受理日

H20.8.1 H20.8.1 H20.8.1 H20.8.15 H20.8.15 H20.8.25 H21.4.16 H21.4.20 H21.5.28 H21.5.28

H20.4.1 H20.4.3 H20.5.14 H20.5.14 H20.8.14 H20.8.25 H21.4.15 H21.4.15 H21.5.28 H21.5.28

財団法人北九州産業
学術推進機構

 （３）問題点 

  ア 交付決定について 

   （ア）交付決定 

予算を確保した上で、「北九州市補助金等交付規則」及びＦＡＩＳが定

める「産学連携研究開発事業助成金交付規定」「中小企業産学官連携研究

開発事業実施規程」「フィージビリティ・スタディ実施規程」に基づき交

付決定している。 

補助金の交付決定に当たっては、補助対象事業について、対象経費や

補助率等の明確な基準を定め（交付要綱・要領等）、行政運営の公正性や

透明性の確保により一層留意されたい。 

（イ）指令文 

市の交付決定通知文書について、指令文となっていないものがあった。 

「国際競争力強化事業」（前述 4 の補助金）と同様、規則等を遵守し、

適正な事務処理を行われたい。 

イ 補助金額の確定について 

産学連携フェアに対する補助金について、実績報告の受領日である平成
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２１年４月９日前の平成２１年４月８日に確定の起案をしており、さらに

額確定決裁に記載の実績報告書の文書番号及び日付(H21.4.1 付 FAIS 産学

第 3 号)が、実際の実績報告書の文書番号及び日付(H21.3.31 付 FAIS 産学

90 号)と異なる。 

適正な事務処理を行われたい。 

 

13 ロボット産業振興事業（所管：新産業・学術振興部新産業振興課） 

（１）事業の概要 

    本市のロボット産業振興の中核組織と位置づけているＦＡＩＳロボット開

発支援室において、「北九州ロボットフォーラム」の運営や、研究開発プロジ

ェクトに向けたコーディネート、新規プロジェクトの立ち上げ、ロボット人

材の育成支援等を行うものである。 

    補助金の交付は、予算を確保した上で、「北九州市補助金等交付規則」に基

づき、平成１８年度から交付している。 

    補助金対象経費は、①ロボット産業振興のための実証化・事業化の支援活

動、産学の連携を行う経費（嘱託職員給与、ロボカップ運営委員会負担金

等）及び②市内発ロボットの開発のための助成に係る経費（委託料）として

いる。 

平成２０年度は、ＦＡＩＳに対して、１５，３８８，５９２円が概算払に

より交付されている。     

（２）補助事業者 

団体名
交付申請

日
交付申請
受理日

交付決定
決裁日

交付決定
通知受理

日

概算払請
求日

概算受領
日

実績報告
日

実績報告
受理日

額確定決
裁日

額確定通
知受理日

H20.11.7

H20.5.30
H21.4.27 H21.4.21

財団法人北九州産業
学術推進機構

H20.4.1H20.4.1 H21.4.17H20.4.1 H20.4.1 H20.4.1 H21.4.17

 （３）問題点 

  ア 交付決定について 

（ア）交付決定 

   予算を確保した上で、「北九州市補助金等交付規則」に基づき交付決定

するものとしている。補助金の交付決定に当たっては、補助対象事業に

ついて、対象経費や補助率等の明確な基準を定め（交付要綱・要領等）、

行政運営の公正性や透明性の確保により一層留意されたい。 

（イ）取下げ期限   

交付決定通知が平成２０年４月１日付であり、取下げ期限は通知に平

成２０年４月１６日と併記されているが、公印使用済みの表示の日付は
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平成２０年４月２５日である。従って、実際に発送したのは平成２０年

４月２５日以降ということになる。 

「高年齢者雇用環境づくり事業」（前述 8 の補助金）と同様、実際に発

送したのは、取下げ期限を過ぎているため、実態として取下げを認めて

いないことになり規則に反しているといえる。 

規則等を遵守し、適正な事務処理を行われたい。 

イ 補助金額の確定について 

額確定及び精算の決裁は平成２１年４月２７日であるにもかかわらず確

定通知は平成２１年４月２１日付で、決裁日より前の確定通知文書となる。 

公印使用済みの表示の日付は平成２１年４月２７日であるため、実際の

発送は決裁後であるが、補助金確定通知は、補助金の交付の決定の内容及

び条件により遂行された実績に基づき、交付の決定の際に定めた補助金の

交付の基準に従い正当な補助金の額を通知する重要な文書である。 

適正な事務処理を行われたい。 

 

14 半導体産業振興事業（所管：新産業・学術振興部新産業振興課） 

（１）事業の概要 

    北九州学術研究都市に蓄積したシーズ技術と、企業ニーズのマッチングを

行い、北九州市の半導体産業の活性化を図るとともに、次世代の半導体産業

を見据えた人材育成を行い、製造、アプリケーション、テストなど、総合的

な半導体産業拠点の形成を目指すものである。 

    補助金の交付は、予算を確保した上で、「北九州市補助金等交付規則」に基

づき、平成１８年度から交付している。 

    補助金対象経費は、①半導体産業創出事業（ＦＡＩＳを通じ大学及び企業

へ交付する半導体アプリケーション技術育成事業（ミニラボ事業）の調査委

託費、ＦＡＩＳ半導体技術センターのテスター室の半導体設計ツール保守費

等）、②人材育成事業（研修用設計ツール賃借料等）及び③半導体産業クラス

ター運営（産学連携フェアでの半導体技術センターブース出展及びセミナー

開催経費並びにＭＥＭＳ（微小電気機械システム）プロジェクト事務局費

等）に係る経費としている。 

    平成２０年度は、ＦＡＩＳに対して、７７，０３４，２３４円が概算払に

より交付されている。     
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（２）補助事業者 

団体名
交付申請

日
交付申請
受理日

交付決定
決裁日

交付決定
通知受理

日

概算払請
求日

概算受領
日

実績報告
日

実績報告
受理日

額確定決
裁日

額確定通
知受理日

H20.8.27 H20.9.19
H20.5.26 H20.6.2

H21.5.21H21.4.20 H21.4.20 H21.5.21H20.5.26
財団法人北九州産業
学術推進機構

H20.5.26H20.4.1 H20.4.1

 （３）問題点 

ア 交付決定について 

予算を確保した上で、「北九州市補助金等交付規則」に基づき交付決定す

るものとしている。補助金の交付決定に当たっては、補助対象事業につい

て、対象経費や補助率等の明確な基準を定め（交付要綱・要領等）、行政運

営の公正性や透明性の確保により一層留意されたい。 

イ 補助金額の確定について 

  補助金額確定決裁日及び額確定通知日が平成２１年５月２１日にもかか

わらず、戻入の納付期限を平成２１年５月１５日と定めており、実際の納

付日は、平成２１年５月１日である。従って、補助金額を確定する前に、

戻入書を債権者へ渡していることになる。 

戻入書については、支払精算及び戻入伺の決裁終了後、債権者へ渡すべ

きである。適正な事務処理を行われたい。 

 

15 知的クラスター（第Ⅱ期）推進事業（所管：新産業・学術振興部新産業振興

課） 

（１）事業の概要 

    知的クラスター創成事業（平成１４年度～１８年度）における半導体設計

技術や各種センサ技術等の成果を継承しつつ、次世代の自動車やロボット、

バイオ産業などの分野の高度化を図り、北部九州での基盤的ものづくりの国

際競争力を高め、産業構造の変革を強力に促進する知的基盤とイノベーショ

ンの仕組みづくりを推進するものである。（平成１９～２３年度、国委託費約

１６億円/年） 

    補助金の交付は、予算を確保した上で、「北九州市補助金等交付規則」に基

づき、平成１９年度から交付している。 

    補助金対象経費は、①知的クラスター推進事業の中核機関である（財）福

岡県産業・科学技術振興財団の連携支援機関としてのＦＡＩＳの地域負担分

（産学連携フェア出展のための技術動向調査委託料）、参与等の給与、固定資

産購入費及び②カーエレクトロニクス拠点化整備（ＦＡＩＳカーエレクトロ

二クスセンター常駐研究者の派遣元企業への負担金）に係る経費としている。 

    平成２０年度は、ＦＡＩＳに対して、３２，２３５，４７９円が概算払に
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より交付されている。     

（２）補助事業者 

団体名
交付申請

日
交付申請
受理日

交付決定
決裁日

交付決定
通知受理

日

概算払請
求日

概算受領
日

実績報告
日

実績報告
受理日

額確定決
裁日

額確定通
知受理日

H20.12.12 H20.12.25

H20.9.10 H20.9.26

H20.6.19 H20.6.30

H21.4.1 H20.4.1 H20.5.26 H20.5.26 H20.5.26 H20.6.2 H21.4.1 H21.4.1 H21.5.15 H21.5.15

H21.5.15H21.5.15H21.4.17H20.5.1財団法人北九州産業
学術推進機構

H20.6.18H20.5.1 H21.4.17H20.6.18

 （３）問題点 

ア 交付決定について 

予算を確保した上で、「北九州市補助金等交付規則」に基づき交付決定す

るものとしている。補助金の交付決定に当たっては、補助対象事業につい

て、対象経費や補助率等の明確な基準を定め（交付要綱・要領等）、行政運

営の公正性や透明性の確保により一層留意されたい。 

イ 補助金額の確定について 

  カーエレクトロニクス拠点化整備分及び（財）福岡県産業・科学技術振

興財団の地域負担分について、補助金額確定決裁日及び額確定通知日が平

成２１年５月１５日にもかかわらず、戻入の納付期限を前者は平成２１年

５月１１日、後者は平成２１年５月１２日と定めており、実際の納付日は、

いずれも平成２１年５月８日である。従って、補助金額を確定する前に、

戻入書を債権者へ渡していることになる。 

  戻入書については、支払精算及び戻入伺の決裁終了後、債権者へ渡すべ

きである。適正な事務処理を行われたい。 

ウ 制度の見直しについて 

  カーエレクトロニクス拠点化整備に係る補助金は、研究者（Ａ社）招聘

に係る負担金としているが、「カーエレクトロニクス拠点化整備推進事業」

（後述 18 の補助金）という別の補助事業が存在し、当該事業でも、技術統

括参与（Ｂ社）の給与負担として負担金の費目で補助している。 

目的に照らすと、「カーエレクトロニクス拠点化整備推進事業」の補助対

象事業を活用した方がより適切である。 

補助対象事業の見直しをされたい。 

 

16  海外連携プロジェクト助成事業（所管：新産業・学術振興部学術振興課） 

（１）事業の概要 

    近年発展めざましいアジア諸国のトップ大学をはじめ、海外大学・研究機

関等の頭脳を呼び込み、学術研究都市進出大学や地元産業界と連携強化する
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ため、海外大学・研究機関等の学術研究都市進出による大学等との連携プロ

ジェクト等について、段階に応じた支援を行うものである。 

補助金の交付は、予算を確保した上で、「北九州市補助金等交付規則」に基

づき、平成１８年度から交付している。 

給付基準等は、ＦＡＩＳが定めた、「海外連携プロジェクト短期共同研究開

発助成金交付要綱」「海外連携プロジェクト助成等共同研究開発助成金交付要

綱」「海外連携プロジェクト助成研究拠点助成金交付要綱」による。 

補助金対象経費は、共同研究開発事業に対する助成として、①海外連携プ

ロジェクト短期助成（助成対象経費の２分の１以下で、１件につき２００万

円以内、助成期間は１年以内とし、それぞれＦＡＩＳの理事長が定める）及

び②海外連携プロジェクト助成（事前調査事業は１件４００万円以内で助成

期間は１年を上限、プロジェクト事業は１チーム１，６００万円以内で助成

期間は３年を上限とし、それぞれＦＡＩＳの理事長が定める）がある。また、

③海外大学等研究ラボ助成及び④サイエンスパークとの交流・調査事業とし

て、拠点の設備及び維持にかかる経費の一部を、ＦＡＩＳの理事長の定めに

より助成している。 

    平成２０年度は、ＦＡＩＳに対して、５０，９２５，４２６円が概算払に

より交付されている。     

（２）補助事業者 

団体名
交付申請

日
交付申請
受理日

交付決定
決裁日

交付決定
通知受理

日

概算払請
求日

概算受領
日

実績報告
日

実績報告
受理日

額確定決
裁日

額確定通
知受理日

財団法人北九州産業
学術推進機構

H20.4.1 H20.4.1 H20.4.1 H20.4.1 H20.4.28 H20.5.16 H21.4.15 H21.4.15 H21.4.15 H21.4.15

 （３）問題点 

ア 交付決定について 

   （ア）交付決定 

予算を確保した上で、「北九州市補助金等交付規則」及びＦＡＩＳが定

めた、「海外連携プロジェクト短期共同研究開発助成金交付要綱」「海外

連携プロジェクト助成等共同研究開発助成金交付要綱」「海外連携プロジ

ェクト助成研究拠点助成金交付要綱」に基づき交付決定している。 

補助金の交付決定に当たっては、補助対象事業について、対象経費や

補助率等の明確な基準を定め（交付要綱・要領等）、行政運営の公正性や

透明性の確保により一層留意されたい。 

（イ）取下げ期限 

交付決定通知日が平成２０年４月１日付であり、取下げ期限は通知の  

日から１５日以内と併記されているが、公印使用済みの表示の日付は平
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成２０年４月２８日となっており、実際に発送したのは平成２０年４月

２８日以降である。 

「通知の日から１５日以内」の起算日を、通知を発した日とするのか、   

通知が補助事業者に到達した日とするのか明確でない。 

仮に民法第９７条第１項に規定の到達主義であれば、事業者に不利益

を及ぼさないが、補助金等交付規則に準拠していないことになる。 

また、補助金等交付規則どおり発した日であれば、北九州市補助金等   

交付規則第９条では、申請の取下げ期限について「当該通知を発した日

から１５日以内に、申請の取下げをすることができる。」と規定し、実

際に発送したのは、取下げ期限を過ぎているため、取下げを認めていな

いこととなり同規則に反しているといえる。 

規則等を遵守し、適正な事務処理を行われたい。 

イ 補助金額の確定について 

  額確定通知は平成２１年４月１５日付で、戻入書に記載の納期限は平成

２１年４月３０日であるが、戻入の金融機関の領収日は平成２１年５月８

日であり、納期限の平成２１年４月３０日を過ぎている。 

しかし、公印使用済みの表示の日付は平成２１年５月８日となっており、

実際に発送したのは平成２１年５月８日以降である。そうであるのなら、

納期限は、返還の通知を発した日から２０日を越えない範囲で定めるべき

である。 

  適正な事務処理を行われたい。 

 

17 自動車産業新規参入・取引拡大支援事業（所管：新産業・学術振興部自動車

産業振興課） 

（１）事業の概要 

    自動車産業への新規参入や事業拡大を目指す市内中小企業を対象に、技術

力の向上や中核人材の育成・確保、取引の拡大に係る経費の一部を助成する

ことで、地場企業の円滑な自動車産業への参入と事業拡大を促進し地域経済

の振興を図るものである。 

補助金の交付は、「北九州市補助金等交付規則」及び「自動車産業振興課補

助金交付基準」に基づき、平成１８年度から交付している。 

補助金対象経費は、ＦＡＩＳが定めた、「中小企業自動車産業技術力向上・

人材育成事業実施規程」により、①技術力向上事業（派遣技術者、専門家に

係る謝金等）、②中核人材育成・確保事業（人件費等）及び③取引拡大事業

（出展料等）に係る経費の実負担額の１／２以内で、１件（企業）あたり２
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００万円を上限としている。 

さらに、④助成金支出事務費として制度案内チラシ印刷費等を対象経費と

して交付している。 

なお、ＦＡＩＳの規程で、「北九州市の他の助成金と重複しての助成は受け

られないこととする。」と規定している。 

    平成２０年度は、ＦＡＩＳに対して、２，５４１，４９６円が概算払によ

り交付されている。     

（２）補助事業者 

団体名
交付申請

日
交付申請
受理日

交付決定
決裁日

交付決定
通知受理

日

概算払請
求日

概算受領
日

実績報告
日

実績報告
受理日

額確定決
裁日

額確定通
知受理日

財団法人北九州産業
学術推進機構

H20.4.1 H20.4.23 H20.5.15 H20.5.15 H20.5.15 H20.5.30 H21.4.16 H21.4.16 H21.4.20 H21.4.20

 （３）問題点 

ア 交付決定について 

予算を確保した上で、「北九州市補助金等交付規則」及び、ＦＡＩＳが定

めた、「中小企業自動車産業技術力向上・人材育成事業実施規程」に基づき

交付決定している。 

補助金の交付決定に当たっては、補助対象事業について、対象経費や補

助率等の明確な基準を定め（交付要綱・要領等）、行政運営の公正性や透明

性の確保により一層留意されたい。 

イ 補助金額の確定について 

  確定通知が平成２１年４月２０日付となっているが、金額確定決裁書公

印欄の公印使用済みの表示は平成２１年５月８日であり、確定通知の実際

の発送は平成２１年５月８日以降ということになる。しかしながら、戻入

日は平成２１年５月１日の領収であり、確定通知前に戻入書を渡している

ことになる。適正な事務処理を行われたい。 

ウ 補助事業者に対する指導について 

市の基準では規定していないが、ＦＡＩＳの規程では「市の他の助成金

等との重複は出来ない」としている。 

しかしながら、Ａ社に対しては、ものづくりフェア出展料についての補

助であるが、「国際競争力強化事業」（前述 4 の補助金）（直接事業者へ交

付）でも海外見本市出展料を補助している。また、Ｂ社に対しては、派遣

人件費と出展料の補助であるが、「中小企業技術開発振興助成金」（前述 2

の補助金）（ＦＡＩＳを通じて交付）でも研究開発に係る原材料費等を補助

している。さらに、Ｃ社に対しては、展示会出展料の補助であるが、「ビジ

ネスチャンス拡大支援事業」（前述 3 の補助金）（ＦＡＩＳの支援）でも営
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業戦略から販路開拓までの支援をしている。 

市は、本制度については、同一事業に対する重複交付を禁止するものと

し、上記の交付は、同一の事業ではなく、制度の主旨に反していないとの

ことであるが、ＦＡＩＳが定める「北九州市の他の助成金と重複しての助

成は受けられないこととする。」との規定は、同一事業に限定されていない

ため、制度の主旨に沿ったものとなっていない。 

市は、補助事業者に対し、補助金の主旨に沿った規定の整備について指

導されたい。 

 

18 カーエレクトロニクス拠点化整備推進事業（所管：新産業・学術振興部自動

車産業振興課） 

（１）事業の概要 

    北九州地域における自動車産業・半導体関連産業の集積や北九州学術研究

都市に蓄積された研究シーズなど地域の潜在力を活かし、自動車産業発展の

鍵として注目されるカー・エレクトロニクスの人材育成と研究開発の拠点形

成を図るものである。 

    補助金の交付は、予算を確保した上で、「北九州市補助金等交付規則」に基

づき、平成１９年度から交付している。 

    補助金対象経費は、①人材育成事業（修士学生を企業に派遣した諸謝金、

実証実験等の実施に伴う学術研究都市技術開発交流センター研究室の賃借料

及び光熱水費）、②研究開発推進事業（産学連携研究開発事業助成金並びに研

究会活動における研究者諸謝金、旅費及び委託費）、③ベンチャー企業育成支

援事業（人材育成プログラム作成及び業界動向調査に関する委託費）及び④

カー・エレクトロニクスセンター（年度途中に学術研究都市技術開発交流セ

ンターに移転）運営事業（給与、企業所属者に対する負担金等）に係る経費

としている。 

    平成２０年度は、ＦＡＩＳに対して、７９，６７１，２４０円が概算払に

より交付されている。     

（２）補助事業者 

団体名
交付申請

日
交付申請
受理日

交付決定
決裁日

交付決定
通知受理

日

概算払請
求日

概算受領
日

実績報告
日

実績報告
受理日

額確定決
裁日

額確定通
知受理日

H20.9.2 H20.9.30

H20.6.9 H20.6.30
H21.5.11H21.5.1

財団法人北九州産業
学術推進機構

H20.6.9H20.5.16 H21.4.17H20.5.1 H20.6.9 H21.4.17

 （３）問題点 

ア 交付決定について 

予算を確保した上で、「北九州市補助金等交付規則」に基づき交付決定す
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るものとしている。補助金の交付決定に当たっては、補助対象事業につい

て、対象経費や補助率等の明確な基準を定め（交付要綱・要領等）、行政運

営の公正性や透明性の確保により一層留意されたい。 

イ 補助金額の確定について 

  確定通知の日付は平成２１年５月１日となっているが、公印使用済みの

表示が平成２１年５月１１日のため、実際の発送は平成２１年５月１１日

以降である。しかし、戻入日は、平成２１年５月８日の領収であり、確定

通知発送前に戻入していることとなる。適正な事務処理を行われたい。 

 

19 ベンチャー総合支援事業（所管：新産業・学術振興部新産業振興課） 

（１）事業の概要 

    ベンチャー企業の地域貢献が注目される中、より効果的に飛躍的なベンチ

ャー企業の創出・育成を図るため、独創的な技術やビジネスモデルを有する

起業家や急成長可能なベンチャー企業のニーズを踏まえた育成支援施策を展

開するものである。 

    補助金の交付は、予算を確保した上で、「北九州市補助金等交付規則」に基

づき、平成２０年度から交付している。 

    補助金対象経費は、①ベンチャー育成補助金事業（事業拡大、新事業進出

のための備品購入費等）、②インキュベーションマネージャー配置事業（担当

課長人件費、謝金等）（インキュベーションとは、ベンチャー企業支援のこ

と。）、③インキュベーションマーケティング調査事業（シーズマーケティン

グ調査委託料）、④ベンチャー企業ＰＲコンテンツ制作事業（コンテンツ制作

の委託料）（コンテンツとは、インターネットやケーブルテレビなどの情報サ

ービスにおいて、提供される文書・音声・映像・ゲームソフトなどの個々の

情報のこと。）、⑤インキュベーション人材育成事業（支援職員の研修受講費

等）及び⑥インキュベーション室助成事業（北九州テクノセンタービル内の

賃料）に係る経費としている。 

平成２０年度は、ＦＡＩＳに対して、２，７０９，３３４円が一般支払に

より交付され、２３，６６６，４１５円が概算払により交付されている。     

（２）補助事業者 

一般支払 

団体名
交付申請

日
交付申請
受理日

交付決定
決裁日

交付決定
通知受理

日

実績報告
日

実績報告
受領日

額確定決
裁日

額確定通
知受理日

請求日
確定支払

日

財団法人北九州産業
学術推進機構

H20.4.1 H20.4.1 H20.4.1 H20.4.1 H21.3.31 H21.3.31 H21.3.31 H21.3.31 H21.4.21 H21.5.15
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概算払 

団体名
交付申請

日
交付申請
受理日

交付決定
決裁日

交付決定
通知受理

日

概算払請
求日

概算受領
日

実績報告
日

実績報告
受理日

額確定決
裁日

額確定通
知受理日

H20.10.17 H20.10.29

H20.5.22 H20.6.25
H21.4.1H21.4.1

財団法人北九州産業
学術推進機構

H20.4.1H20.4.1 H21.4.1H20.4.1 H20.4.1 H21.4.1

 （３）問題点 

 ア 交付決定について 

（ア）交付決定 

 予算を確保した上で、「北九州市補助金等交付規則」に基づき交付決定

するものとしている。補助金の交付決定に当たっては、補助対象事業に

ついて、対象経費や補助率等の明確な基準を定め（交付要綱・要領等）、

行政運営の公正性や透明性の確保により一層留意されたい。 

（イ）取下げ期限  

交付決定通知が平成２０年４月１日付であり、取下げ期限は通知に平

成２０年４月１５日と併記されているが、公印使用済みの表示の日付は

平成２０年５月２２日となっており、実際に発送したのは平成２０年５

月２２日以降である。 

「高年齢者雇用環境づくり事業」（前述 8 の補助金）と同様、実際に発

送したのは、取下げ期限を過ぎているため、実態として取下げを認めて

いないことになり規則に反しているといえる。 

規則等を遵守し、適正な事務処理を行われたい。 

イ 補助金額の確定について 

  確定通知が平成２１年４月１日付で、戻入書の戻入納期限は、平成２１

年５月２０日であるが、公印使用済みの表示の日付は平成２１年５月２１

日になっており、実際の確定通知の発送は平成２１年５月２１日以降とな

る。従って、確定通知発送前に戻入の納期を設定していることになる。 

  適正な事務処理を行われたい。 

 

20 情報産業振興事業（所管：新産業・学術振興部新産業振興課） 

（１）事業の概要 

    情報産業の振興及び研究開発の推進を図るものである。 

    補助金の交付は、「北九州市補助金等交付規則」及び「財団法人九州ヒュー

マンメディア創造センター補助金交付要綱」に基づき、平成１６年度から交

付している。 

    補助金対象経費は、①地域コンテンツ制作支援事業（工事ＰＲコンテンツ

制作等の研究員人件費）、②メディアコンテンツ人材育成事業（市民テレビ記
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者養成講座諸謝金等）、③ＡＩＭビル内のエムサイト運営事業（インキュベー

トルーム貸出事業の賃借料、事務職員給与等）、④ＡＩＭビル内の北九州ＩＴ

オープンラボ運営事業（ＩＣカード研究等に係る選任研究員給与、賃借料

等）及び⑤北九州ｅ－ＰＯＲＴセンターＬＧＷＡＮ－ＡＳＰ事業（電子申請

サービス提供に係る接続機器運用保守委託料等）（北九州ｅ－ＰＯＲＴとは、

情報の港のこと。ＬＧＷＡＮとは、総合行政ネットワークのこと。ＡＳＰと

は、アプリケーションサービスプロバイダのこと。）に係る経費としている。 

平成２０年度は、財団法人九州ヒューマンメディア創造センターに対して、   

５，７４３，０００円が一般支払により交付され、８２，３４３，０００円

が概算払により交付されている。     

（２）補助事業者 

一般支払 

団体名
交付申請

日
交付申請
受理日

交付決定
決裁日

交付決定
通知受理

日

実績報告
日

実績報告
受領日

額確定決
裁日

額確定通
知受理日

請求日
確定支払

日

H20.4.1 H20.4.15 H20.4.23 H20.4.23 H21.3.31 H21.3.31 H21.4.28 H21.4.28 H21.4.28 H21.5.22

H20.4.1 H20.4.15 H20.4.24 H20.4.24 H21.3.31 H21.3.31 H21.4.28 H21.4.28 H21.4.28 H21.5.22

財団法人九州ヒュー
マンメディア創造セ
ンター

    概算払 

団体名
交付申請

日
交付申請
受理日

交付決定
決裁日

交付決定
通知受理

日

概算払請
求日

概算受領
日

実績報告
日

実績報告
受理日

額確定決
裁日

額確定通
知受理日

H20.11.5 H20.12.1

H20.7.16 H20.8.1

H20.5.1 H20.5.21

H20.11.5 H20.12.1

H20.7.23 H20.8.1

H20.4.23 H20.5.16

H20.3.28 H20.4.1 H20.4.1 H20.4.10 H20.4.15 H20.4.25 H21.4.20 H21.4.20 H21.5.25 H21.5.25

H21.5.25

H21.5.25

財団法人九州ヒュー
マンメディア創造セ
ンター

H20.4.30

H20.4.16

H20.4.15H20.4.1

H20.4.1

H21.4.1 H21.5.25

H20.4.15 H21.4.16 H21.5.25

H20.4.30

H20.4.23

H21.3.31

H21.4.16
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第６ 監査の結果 

今回テーマとした「産業経済局所管の市単独補助金について」は、おおむね適正

に処理されていたが、一部に次のような事項が認められた。 

これらについては、適切な措置を講じられたい。 

１ 交付決定について 

（１）交付決定 

   

 

 

 

 

 

 

     

 

補助金の交付決定に当たっては、補助対象事業について、対象経費や補助

率等の明確な基準を定め（交付要綱・要領等）、行政運営の公正性や透明性の

確保により一層留意されたい。 

（２）決定審査 

 

交付決定したにもかかわらず、経営の悪化により、申請した事業内容どお

りの実績が出ていない事案がみられた。 

とくに概算払の場合で、補助事業者の選定や交付の決定等を行う際には、

補助事業者の経営状況や進捗状況等を十分に把握した上で、必要な対応を図

られたい。 

（３）指令文 

    

  

交付決定通知文書について、指令文となっていないものがあった。 

指令とは、行政機関がその権限に基づき、特定の個人又は団体の申請、願

いに対して許可、認可、承認等の意思を表示する場合に用いる文書である。 

また、指令は、法令、通達などで書式が定められている場合が多く、その

場合には定められた書式によることとなっており、「北九州市補助金等交付規

則の施行について」（昭和 41 年 4 月 1 日助役通達）にも様式が定められてい

貿 易 振 興 課：「国際競争力強化事業」 

新産業振興課：「産学官連携研究開発推進事業」 

中小企業振興課：「中小企業技術開発振興助成金」 

中小企業振興課：「中小企業支援センター経営支援事業」 

          「ビジネスチャンス拡大支援事業」 

雇 用 開 発 課：「高年齢者雇用環境づくり事業」 

学 術 振 興 課：「学術研究拠点推進事業」「海外連携プロジェクト助成事業」 

新 産 業 振 興 課：「産学官連携研究開発推進事業」「ロボット産業振興事業」 

         「半導体産業振興事業」「知的クラスター（第Ⅱ期）推進事業」 

「ベンチャー総合支援事業」 

自動車産業振興課：「自動車産業新規参入・取引拡大支援事業」 

         「カーエレクトロニクス拠点化整備推進事業」 
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る。規則等を遵守し、適正な事務処理を行われたい。 

（４）取下げ期限 

 

 

 

 

交付決定通知書に記載の取下期限が、交付決定通知を発した時点で過ぎて

いるものがあった。 

「北九州市補助金等交付規則」（昭和 41 年 3 月 31 日付規則第 27 号）第８

条では、「申請者は、前条（決定の通知）の規定による通知を受けた場合にお

いて、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容またはこれに付された条

件に異議があるときは、当該通知を発した日から１５日以内に、申請の取下

げをすることができる。」と規定し、「北九州市補助金等交付規則の施行につ

いて」では、取下げることができる期限について、交付の決定の通知書に併

記する事項として欠くことのできないものであると定めている。 

規則等を遵守し、適正な事務処理を行われたい。 

（５）実績報告提出期限 

 

決定通知記載の実績報告提出期限が、申請時の事業完了予定日から２０日

を超えているものがあった。 

「北九州市補助金等交付規則」第１５条では、補助事業者等は、補助事業

等が完了したときは２０日以内に実績報告書を市長に提出しなければならな

いと定めている。 

規則等を遵守し、適正な事務処理を行われたい。 

 

２ 実績報告について 

 

実績報告に添付の収支計算書が、事業報告書に記載の事業内容や実績を示す

ものとなっていないものや、事業毎の合計支出額となっており、支出の明細が

確認できないため、使途が適正であるかどうかの判断ができないものがあった。 

実績報告は、補助金等の交付の決定の際に付した条件等により補助事業等が

適正に行われたかどうかを審査し、最終的な補助金等の額の確定をする重要な

資料となるものであるので、その記載内容について、判定に資するに足るもの

を徴されたい。 

 

雇用開発課：「高年齢者雇用環境づくり事業」「若年者就業支援促進事業」 

雇 用 開 発 課：「高年齢者雇用環境づくり事業」 

誘 致 課：「企業立地促進補助金」 

学 術 振 興 課：「学術研究拠点推進事業」「海外連携プロジェクト助成事業」 

新産業振興課：「ロボット産業振興事業」「ベンチャー総合支援事業」 

貿易振興課：「国際競争力強化事業」 
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３ 補助金額の確定について 

（１）確定決裁 

 

 

補助金額確定の決裁において、算定基礎の説明に不備があるもの、実績報

告の受領日前に確定の起案をしているもの、さらに額確定決裁に記載の実績

報告書の文書番号及び日付が、実際の実績報告書の文書番号及び日付と異な

るものがあった。 

適正な事務処理を行われたい。 

（２）対象事業 

 

補助事業の目的から、補助の対象とすべきでないものがあった。 

補助金額の確定に当たっては、制度の目的にかなったものであるかどうか

を厳正に審査のうえ行われたい。 

（３）確定通知 

 

 

確定通知記載の実績報告日が、補助事業者が提出した実績報告書の日にち

と異なっているものや、確定通知日が、確定決裁日より前の日にちとなって

いるものがあった。 

補助金額の確定通知書は、補助金の交付の決定の内容及び条件により遂行

された実績に基づき、交付の決定の際に定めた補助金の交付の基準に従い正

当な補助金の額を通知する重要な文書である。 

適正な事務処理を行われたい。 

（４）戻入書 

 

 

 

 

 

補助金額の確定に伴い、戻入が発生する補助金について、補助金額を確定   

する前に、戻入書を債権者へ渡しているものや、確定通知発送前に戻入の納

付期限を設定しているものがあった。 

戻入書については、支払精算及び戻入伺の決裁終了後、債権者へ渡すべき

であり、戻入書の納期限は、返還の通知を発した日から２０日をこえない範

学 術 振 興 課：「学術研究拠点推進事業」「海外連携プロジェクト助成事業」 

新 産 業 振 興 課：「半導体産業振興事業」「知的クラスター（第Ⅱ期）推進事業」 

         「ベンチャー総合支援事業」 

自動車産業振興課：「自動車産業新規参入・取引拡大支援事業」 

         「カーエレクトロニクス拠点化整備推進事業」 

商 業 振 興 課：「空き店舗賃借料補助事業」 

新産業振興課：「産学官連携研究開発推進事業」 

雇用開発課：「若年者就業支援促進事業」 

貿 易 振 興 課：「国際競争力強化事業」 

新産業振興課：「ロボット産業振興事業」 
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囲で定めるべきである。 

適正な事務処理を行われたい。 

 

４ 支払方法について 

 

補助金の振込口座名義が、補助事業者の会計担当者になっているが、補助事

業者から提出された委任状に委任する内容の記載がなく、委任状としては不適

切なものがあった。 

適正な事務処理を行われたい。 

 

５ 要綱等について 

 

 

 

法律の改正に伴う要綱の改正がなされていないものや、廃止された県の要綱

がそのまま引用されているものがあった。 

また、要綱又は要領の条文について、補助対象が不明確なもの、実態に合っ

ていないもの、他の条文と重複しているもの及び条文相互の整合性のとれてい

ないものがあった。 

補助事業者は、要綱及び要領に基づき補助の申請手続きを行うが、補助金の

交付目的、補助対象事業及び交付条件等が記載されている要綱等に不備があれ

ば、適正な補助金の交付ができなくなる。 

要綱等の運用に当たっては、法令等関係規程の改廃状況に十分留意し、必要

な措置を取られたい。 

 

６ 制度の見直しについて 

（１）補助対象事業 

    

補助対象事業の内容をみると、別の補助事業を活用した方がより適切であ

るものがあった。 

補助対象事業の見直しをされたい。 

（２）整理統合 

 

一つの補助事業を人件費と事業費に分け、別々の制度で補助金を交付して

いる。 

貿 易 振 興 課：「国際競争力強化事業」 

商 業 振 興 課：「中小企業団体共同施設等設置補助」「空き店舗賃借料補助事業」 

       「商店街賑わいづくり支援事業」 

新産業振興課：「知的クラスター（第Ⅱ期）推進事業」 

商業振興課：「空き店舗賃借料補助事業」 

学術振興課：「学術研究拠点推進事業」 
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本来、補助金は、人件費を含めた事業毎に補助対象経費を決定していくも

のである。整理統合等、制度の見直しを検討されたい。 

  

７ 補助事業者に対する指導について 

  

補助事業者が事業を行うに当たり、補助事業者の規定に不備があるものが見

受けられる。市は、補助事業者に対し、補助金の主旨に沿った規定の整備につ

いて指導されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動車産業振興課：「自動車産業新規参入・取引拡大支援事業」 
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第７ むすび 

本市は平成２０年１２月、まちづくりの指針である基本構想・基本計画を２０年

ぶりに改定した。 

前述したとおり、新しい基本構想・基本計画では、施策を推進するに当たり、分野

別施策として７つの柱を定め、その中で、「いきいきと働く」というまちづくりの取

組みの柱を立てている。 

「いきいきと働く」という取組みについて、具体的には、産業活力にあふれたま

ちづくりを進めるため、付加価値の高いものづくり産業や市民生活の質を高めるサー

ビス産業を振興し、中小企業の総合力を高め、若者、女性、中高年齢者などの雇用を

促進し、また、まちづくりと連動した商店街の振興、農林水産業の振興を図るととも

に、新しい北九州ブランドの創造により多くの人を呼び込み、にぎわいを創出すると

している。 
こうしたまちづくりの取組みの中、今回の行政監査は、「産業経済局所管の市単独

補助金について」をテーマに、７つの柱のうち、「いきいきと働く」分野の施策に
ついて監査を実施した。 

監査の結果をみると、事務の執行についてはおおむね適正に行われているが、 

「第６ 監査の結果」で述べたように、 

① 交付決定について問題があるものや検討が必要と思われるもの 

② 実績報告について問題があるもの 

③ 補助金額の確定について問題があるもの 

④ 支払方法について問題があるもの 

⑤ 要綱等について問題があるもの 

⑥ 制度の見直しの検討が必要と思われるもの 

⑦ 補助事業者に対する指導が必要と思われるもの 

が認められた。 

補助金は、市民や民間の負担と公費負担が相まって、様々な団体による自主的な

活動を実現させる社会的意義の高いものである。そのため、上記の問題点、課題等

については、今後の定期監査においても指導していくこととしている。 

ついては、今回の補助金の所管局である、産業経済局においては、先に述べた、

「補助金の見直し及び執行の適正化について（通知）」に定める見直しの視点により、

積極的な見直しを行っていくとともに、監査の結果を踏まえ、補助事業者に対する

適切な指導を行われたい。 

 


